
日時：平成28年6月23日(木)17:30～18:50
場所：湖南公民館 会議室

湖南地区において平成28年度第１回地域づくり懇談会を開催しました。
湖南地区では、町に来た方への“おもてなし”や、自然と環境を守るための地域づくりが

行われています。平成27年度には猪苗代湖畔に「藩領境の大松休憩施設」が完成しました。
今回は、周辺の猪苗代湖畔における景観整備に向け、懇談を行いました。

【 次第 】
１．開会
２．挨拶
３．出席者紹介
４．懇談
（１）猪苗代湖周辺の法規制について
（２）その他
５．閉会

当⽇の懇談内容
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【 懇談会の様子 】

猪苗代湖周辺の景観について

○猪苗代湖周辺の法規制

法律の指定がなされている区域内で草刈り作業を行う場合は、具体的な作業計画を作成
し、所管官庁へ事前に確認することが必要です。
《 藩領境の大松休憩施設 》

・確認を要する行為
高木の枝払い･伐採･植栽、芝の刈り払い、花壇への花植え、施設の清掃･修繕･改築

・関係法令
自然公園法（第2種特別地域）
郡山市文化財保護条例（市史跡指定）

《 湖岸・道路沿い（磐梯朝日国立公園区域内）》
・確認を要する行為

樹木の枝払い･伐採･植栽、植物の採取･損傷、標識や舗装の維持修繕 など
・関係法令

自然公園法（第2種特別地域）

※作業許可の判断はそれぞれの所管毎であり、状況により判断が異なります。

郡山市湖南町には、猪苗代湖や磐梯山を見渡せるたくさんの素晴らしい景観があります。
しかし、現在は雑木や雑草により眺望がきかなくなっています。
素晴らしい景色をまた望めるよう、雑木の伐採や雑草の刈り払いが可能かどうか、現地

確認を行います。

このため、今後は関係機関（環境省、郡山市）と十分調整を図りながら、猪苗代湖周辺の
景観整備に取り組みます。


